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［研究・実践活動］

20年近く原発事故被害地の飯舘村の村づくりを指導し、現在も裁判闘争の

支援研究活動を実施中。また、津波被地の大船渡市碁石地区での復興支援

研究・高所移転住宅地づくり、住民参画の地域づくり（山形県飯豊町等）。

自然と共生した環境創造哲学、脱経済社会の構築デザイン、日本、世界

（中国、西欧）でのエコロジカルな建築・都市・農村・地域計画の研究

中国の都市・農村計画研究と計画設計・助言（上海・磯崎新+胡事務所等）

日本建築学会での脱炭素社会のための建築・都市・農村ビジョンづくり

都市再開発問題の課題追求（神宮外苑再開発等）

低炭素コミュニティデザイン、エコビレッジの研究

住民参画の地域づくり実践的研究（飯豊町、飯舘村、対馬市、丹沢大山等）

住民参画による地域での再生可能エネルギーの普及デザイン

日本と世界でのツーリズム研究（グリーンツーリズム、エコツーリズム、

エコミュージアム）、ストローベイル建築等の自然建築研究



１．地球温暖化による気候災害多発、世界格差
２．生物多様性の危機
３．「ポストヒューマン／人類絶命」

を許してはくれない
４．脱炭素社会に逆行する都市再開発を問う
５．有史以前の都市のオルタナティブ
６．パーマカルチャーデザインとエディブル

ランドスケープ
７．サバイバルコミュニティ

＆多元世界に向けたデザイン



人間の世界
自然概念の創造

科学技術対象としての
地球

やりたい放題
無限の開発
無限の欲望
無限の収奪
科学技術の暴走
巨大都市
資本の加速暴走
人新世
資本新生
生物圏＜技術圏

生態系破壊
自然の物質代謝の亀裂
パンデミック
生態系サービス限界
温暖化・海面上昇
気候非常事態
台風・豪雨・洪水

地震
大陸移動

人類非常事態

地球との関係性の
再発見・再創造

生き残り？
公平・分配
社会経済変革

地球

人類を「地球に降り立たせる
（Down to earth）」
ブルーノ・ラトゥール
「テレストリアル」（生命圏・地上・クリティカルゾーン・地球）への再依存」

貧富拡大
南北格差
智の西洋化
都市スラム



地球気候戦争

https://climate.copernicus.eu/copernicus-2024-virtually-certain-be-warmest-year-and-first-year-above-15degc

既に1.5度を超えた



図4-1.1 世界平均気温の年平均気温偏差の経年変化（1891～2024年）
折れ線（黒）は、気象庁の解析に基づく 世界平均気温の基準値（1850～1900年の平均値）からの偏差28 
気象庁の解析に基づくデータの統計期間は1891年以降であるため、各年の1961～1990年の平均値に対する
偏差に、IPCC第6次評価報告書による1850～1900年に対する1961～1990年の温暖化量0.36°Cを加えた値で
ある。直線（赤）は1891～2024年の長期変化傾向、破線は1850～1900年の平均値（基準値）、青線は1961
～1990年の平均値、緑線は1991～2020年の平均値、紫線は2015～2024年の平均値を示す。

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/2025/html_honpen/cc2025_honpen_4.html



https://x.com/morningshow_tv/status/1752538329772650864

三重大学大学院の立花教授
モーニングショウ 地球温暖化で偏西風が蛇行し、北極圏の強い寒気が中国、
日本、北米国を襲う。



https://www.greenpeace.org/japan/news/story_57826/

富める、寒い北の国がco2排量多い

2019年のアフリカでの一
人当たりの温室効果ガス
排出量は約1.1トンで、
世界平均の4.7トンを大
きく下回っています。米
国では、一人当たりの温
室効果ガス排出量は16.1
トンとなっています。



最も脆弱な国や地域は、気候変動に対して最も脆弱。



過去半世紀における世界の炭素排出量
の3分の1は20社で占められている。



https://www.gepr.org/contents/20201115-01/

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN08
12O0Y6A100C2000000/

米国大統領・トランプ、
66の国際機関から脱退指示
国連気候変動枠組み条約など
2026年1月7日



★ 被災状況 2022年9月2日撮影
ドローン写真は飯豊町役場企画課川村俊貴さん。

小流域での災害・被害
小白川流域



https://www.tokyo-np.co.jp/article/204314

東京新聞 20220924 朝刊
文部科学省や気象庁気象研究所

1200年に1度→5年に1度の確率に

https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=204314&pid=781291


萩生川上流部右岸の沢上部（風穴）地すべり崩壊森林



萩生上流、旧大平集落、旧新沼集落の森林活用構想



萩生川上流部の旧山間集落の価値再評価



萩生川上流部の山間集落（木地屋集落）旧大平集落のイメージ図









惣村









日本の杉・樹高ベスト10 AI回答 20251224

順位 名称 樹高 所在地 備考
1位 花脊（はなせ）の三本杉 62.3m 京都府京都市左京区 日本で最も高い木（東幹）
2位 杉の大杉（南大杉） 60.0m 高知県長岡郡大豊町 特別天然記念物。美空ひばりゆかりの木
3位 日本一高い天然秋田杉 58.0m 秋田県能代市二ツ井町 天然秋田杉として日本最高
4位 杉の大杉（北大杉） 57.0m 高知県長岡郡大豊町 南大杉と根元で繋がっている夫婦杉
5位 滝の沢の一本杉 49.0m 山形県最上郡真室川町 山形県内最高。森の巨人たち100選 [前

回答参照]
6位 清澄の大スギ 47.0m 千葉県鴨川市 千葉県指定天然記念物
7位 紀元杉 42.0m 鹿児島県屋久島町 屋久杉の中で樹高が高い部類
8位 阿弥陀杉 38.0m 岐阜県郡上市 別名「石徹白のスギ」
9位 山五十川の玉スギ 36.0m 山形県鶴岡市 国指定天然記念物 [前回答参照]
10位 岩屋の大杉 33.0m 福井県勝山市 幹周も非常に太い巨木

※ランキングは樹高（高さ）を基準としています。
※縄文杉（鹿児島県）は、幹の太さ（幹周16.4m）では日本最大級ですが、樹高は25.3mであり、高さのランキ
ングでは上位には入りません。



マザーツリーと菌根菌
地上と地下がつながっている

地上で植物が生産した糖と地下のミ
ネラルの交換「持ちつ持たれつ」関係

地下でつながる
植物と菌の共生コミュニティ

親族や仲間を育てるマザーツリー
スザンヌ・シマード

糸長浩司
（一社）いいで農村未来研究所 理事長



https://www.researchgate.net/figure/Symbiosis-between-tree-roots-and-fungi_fig1_358897496



研究者によると、菌根菌は約13億年前から地球上に存在している。| WIKIMEDIA: BEINART1

https://northernwilds.com/the-wood-wide-net-of-mycorrhizal-fungi/



http://lab.agr.hokudai.ac.jp/botagr/rhizo/RhizoCont/WhatAM.html





２．生物多様性の危機

https://www.asahi.com/sdgs/article/14543737

2021年12月、国際自然保護連合（IUCN）
世界の4万84種の野生生物が、高い絶滅の危機
2000年時点で絶滅危機種の野生生物の種数は約1万1000種。20年間に4倍近く増加
したことになります。



IPCCとIPBESの合同報告書
（2021年6月）

地球温暖化制御と生物多様性保護は相互依存
し同時達成必要
・気候変動の制御に失敗 →

地球上の生態系と人類の社会生態
系はより劣化

・気候変動への適用能力
→陸と海での気候緩和・適応＋

生物多様性保全の両面戦略
NbS、グリーンインフラ推進推奨

→30by30、ネイチャーポジティブ
・気候変動緩和・適応の単独対策
による自然への悪影響を心配
→むやみなバイオエネルギー開発、

気候工学的対策、メガソーラー開発
への警鐘？ 原発推進への警鐘？

→技術革新とグリーン経済主導の
「新気候体制」への警告?

★小規模で局所的な対策の積み重ね、地域を基盤とした複合的な対策を推奨し、
食生活の見直し、食料廃棄物の削減等のライフスタイル変革

★人間の自然への働きかけの変革が共通の解決策



2030年へのネイチャー・ポジティブの世界目標

（https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.htmlより引用）

ネイチャー・ポジティブは可能か？
本当にできるのか?
贅沢な建築を作っている場合か

→自然征服を目指した西洋近代科学・技術を反省し、
西洋文化以外の地域での伝統的な知恵、多元的な価値観を組み込んだ
ものにしていくことが必要である。

・資本主義システムがもたらしてきた社会生態系ガバナンスにメスを
・社会経済システム、カバナンス・政治の変革をより強める必要

https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.html
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.html
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.html
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.html
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.html
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.html
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.html
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.html
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.html
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.html
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.html
https://www.wwf.or.jp/activities/lib/5153.html




統合的な
自然再生事業

植生保護柵

計画的捕獲

土壌保全対策

生息環境整備

 

多様な恵みの再生

丹沢大山地域自然再生
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丹沢大山国定公園＋
神奈川県立丹沢大山自然公園での

生態系の保全と活用のためのる民・官・学の共同活動
丹沢大山自然再生委員会後援



丹沢大山自然再生計画の対象地域（青）：４市３町１村の市街化区域を除く

66,548ha
丹沢大山国定公園と県立自然公園のエリア（緑）：38,927ha
OECM候補面積=66548－38927≒2.8万ha
日本国土3780万ha×0.1=378万ha →0.7%

丹沢大山国定公園＋
神奈川県立丹沢大山自然公園
及びその周囲のエリアの生態系の
保全と活用のための

民・官・学の共同活動後援

丹沢大山自然再生委員会

2204年度までOECM
認定総数は328か所
合計面積は計9.3万ha
国土の0.2%



□

現在

今後

農地の荒廃

山林の荒
廃

観光メインの活性
化

景観整備

里 山 ～
農地

の利用

複合的な山
仕事

ものづくり

野生動物

との

緊張的な

すみわけ

・共生

つながりを持たせつつ、ここでの

暮らしを「豊か」にしてゆく

鳥獣被害

地域の自立的再生

多様な生きものが暮らし山の
恵みを受ける里の再生

地域自立再生への支援

野生動物の総合的地域対策支援

都市住民の参加による里山再生

活動への支援

里山エコツーリズムの推進

里山エコビレッジづくり支援



丹沢大山再生団体
NPO法人四十八瀬川自然村と活動拠点地の概要

●2001年に発足

●四十八瀬川流域の秦野市
上地区を中心に活動をお
こなう

●上地区の自然環境の保全，
地域資源を活かした地域
の活性化を目的に活動

●里地里山再生をテーマに
自立支援に取り組んでい
る団体

●団体の構成員のほとんど
が活動地区（上地区）外
の住民で構成

●上地区の農業者の高齢化
等により充分な管理が行
き届いていない農地山林
を援農というかたちで活
動拠点を点的に増やして
いる

写真１．当該NPOが活動をおこなっている
ブルベリー畑

写真４．当該NPOが製作した
ツリーハウス

写真１．炭作りをおこなっている
焼き窯

写真２．酒米作りをおこなっている水田





３．「ポストヒューマン／人類絶滅」を許して
はくれない
人間圏を肥大化させた近代科学技術
人間圏の肥大化→他の基礎的な圏の改変・破壊 ＝人新世
巨大人間圏は巨大な技術圏で支えられている
→技術圏が人間圏、他の圏域を支配する
ピーター・K・ハフのテクノフィア（技術圏）
「人類が地球に生存しつづけるためにテクノフィアが不可欠」
技術圏＝「インフラストラクチャー」

（ハード（建築・都市・農工業）・ソフト（社会制度））

人類絶滅＝技術圏の崩壊
→生物圏の崩壊・他の圏の変質・崩壊への対処の永続的責任
→地圏・水圏・大気圏・生物圏への甚大な影響
有機水銀（水俣）、核物質等を縮小・根絶する義務

→人類は絶滅は許されず、他の惑星に逃げることは許されない。



2011年５月6日

文部科学省と
米国エネルギー省

１２

1000k㏃/m2

東京電力福島第一原発施設の破壊と
放射能汚染の継続



セシウム137汚染面積の今後の見通し

44

4万～50万

50万以上

セシウム137 
Bq/m22022年 2052年 2082年

2122年
2222年

原発事故のセシウム汚染は、これから100年以上つづく
資料 今中哲二（京都大学原子力研）





公害の法的根拠
■環境基本法（「公害対策基本法」からの移行）
（定義）第二条 ３ この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のう
ち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水
質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一
条第一項第一号において同じ。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物
の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。）及び悪臭によって、
人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接
な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずる
ことをいう。

■公害紛争処理法
（目的）第一条 この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁
及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目
的とする。（定義）第二条 この法律において「公害」とは、環境基本法（平成
五年法律第九十一号）第二条第三項に規定する公害をいう。

■公害健康被害の補償等に関する法律
（目的）第一条 この法律は、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範
囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁（水底の底質が悪化することを含む。
以下同じ。）の影響による健康被害に係る損害を塡てん補するための補償並びに
被害者の福祉に必要な事業及び大気の汚染の影響による健康被害を予防するため
に必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者等の迅速かつ公正な保護
及び健康の確保を図ることを目的とする。

里山、里海は、生育環境、生活環境に相当



★原子力緊急事態宣言」中での復興事業の矛盾
・原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」）原子力緊急

事態宣言は解除されず、日本は「緊急事態」＝「例外状
態」にある。
緊急事態宣言下という例外状態が主権権力の政府により継続
され、現存被ばく状況を主権権力の政府は常態化されている。

・原災法での用語定義（同法第２条）では
「緊急事態応急対策とは・・・原子力緊急事態宣言があった
時から・・原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、
原子力災害・・の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対
策」と規定し、「原子力災害事後対策とは、・・・原子力緊
急事態解除宣言があった時以後・・原子力災害の拡大の防止
又は原子力災害の復旧を図る」

・緊急事態応急対策は、［・避難の勧告又は指示、・ 放射線
量測定・被災者の救難・居住者等の被ばく放射線量の測定、
放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施・原子
力災害の拡大の防止を図るための措置］である。



★強いられる現存被ばく者生活
・現存被ばく状況での防護について官邸は、「平常時の公衆の

線量限度（1mSv/年）より高い状態が定着し・・線量低減に
長期間を要する状態を「現存被ばく状況」。

・公衆の防護活動の目安とする線量である「参考レベル」を用
います。←法制度無し
現存被ばく者の存在として被災者はいることを法的根拠なし
に強要している。

・環境省のHPでは「事故によって被ばく状況が変わり、公衆
被ばくについては、日本の法令にはない参考レベルの考え方
が採用されました。」（政府・権力者が法無しで採用した）
→ 法令を新たに作成する意志はなく、ICRPの勧告を参考と

いう非常に無責任な対応。国民の現在未来の健康を無視
・戦争中の非常事態で国民の生存権は保障できないという戦時
下の政府態度と酷似

=水俣病、有機水銀食中毒は認める一方で食品衛生法の非適
★汚染里山で汚染した山菜を食べる自由（自己責任で）
★汚染里海で汚染した魚介類を食べる自由（自己責任で）



浪江町津島地区の森林における
土壌中の放射性セシウム濃度は、現在2024年
でも、チェルノブイリ法での強制移住・立ち
入り規制ゾーン相当に該当する。林野庁デー
タより解析 糸長
→ この森林に囲まれた集落を除染して、帰
還困難区域を解除しようとしている矛盾





津島100年復興再生のための行動項目
100年先を見据えた津島の復興再生行動に、現在生きている人（高齢者も若者、子
供）と未来世代の津島人が継続的に関わり続けることで、津島の長期的な復興再生
は可能となる。100年間紆余曲折しながら、絶えず見直しをつづけながら行動してい
く必要のある項目は下記である。

① 放射能の観測と評価
② 継続除染と評価
③ 放射能汚染地域の法的指定
④ 津島地区全域での土地管理・利用計画（放射能管理ゾーニング）

⑤ 住宅・宅地・集落の放射能防御方策
⑥ 二地域居住制度
⑦ 地区内外での仕事づくり
⑧ 住民の意識調査及びストレス検査
⑨ 住民健康検査（外部・内部被ばく量、健康診断）
⑩ 医療費控除及び健康手帳の配布
⑪ 津島地区の文化財の保全活用計画と実践
⑫ 総合評価・戦略の見直し





津島100年復興再生プロジェクトのスケジュール案

0 ５年 １０年 ３０年 ６０年 １００年

2026 2031 2036 2056 2086 2126

空間線量率　

土壌中Cs137量

②

③ 放射能汚染地域指定の法的指定 見直し

④ 地区の土地管理・利用計画 ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ 見直し 見直し 見直し

⑤ 宅地・集落放射能防御方策 ﾓﾃﾞﾙ実施 地区実施 見直し 見直し 見直し

⑥ 二地域居住制度 法制度化 見直し

⑦ 地区内外での仕事づくり

⑧ 住民意識及びストレス調査

⑨ 住民健康検査 当面は２年間隔

⑩

⑪ 当面は２～３年間で成果を出す

⑫ 総合評価・戦略見直し 当面は毎年

 津島地区の文化財の

保全活用計画と実践

項目

番号
項目内容

当面は２年間隔

当面は毎年　　　　

観測と

評価
①

継続除染と評価

当面は２年間隔

当面は２年間隔

当面は２年間隔

医療保険負担控除及び

健康手帳の配布

９ さいごに／未来への責任
原発事故災害を公害として認定する法制

度的な動きも皆無であり、したがって、公
健法の適用も検討されないままで、ハード
な公共事業を中心とした復興事業が展開さ
れる状況にある。その責任を短期、中期、
長期にわたりどう果たして行くべきかが問
われる。津島住民の現在、将来の世代が被
ばくすることなく、1日も早く元の津島の環
境に戻すための方策が求められている。
未来の津島に対してどういう責任を国、

東電、浪江町、津島の人たちは果たしてい
くことが望ましいのかを、未来倫理学、未
来政策の視点から考察することである。
1)ハンス・ヨナスの未来倫理学から考える
「技術の脅威は、・・・ その成果が行

き過ぎて、・・・もとどおりにせよと大規
模な請求を引き起こしている。」
「幸いな予言より不吉な予言を優先させ

よ」、「新しい人間に課せられた義務とし
て、「恐れに基づく発見術」」を提案する。
100年先の未来世代の存在のため、かつ、
その未来世代が自由で人間的に生きること
を予想し、想像する。そのためには、現世
代は何をどう行動すべきか。そして、未来
の世代に何をどう付託すべきが問われる。

2)政府における未来担当部局（未来省）の
設置による政治の未来への責任
長期な未来世代に対する責任行動を国家の
責任として明確にしてない。100年先の未
来に対して継続的に責任を持ち、かつ、未
来の世代にも責任を付託しその責任を果た
すことを国家に要請されているほど、放射
能汚染の継続する物理的力は大きく長いと
言わざるをえない。
西條辰雄氏らが『フューチャー・デザイ

ン』で主張しているように、政府に「未来
省」のような、未来に対する現在の責任、
未来の付託について法制度で対応する仕組
みが必要である。
17世紀の北米インディアン連邦、イロコ

イ連邦の結束法（一種の憲法）の理念では、
現在の決定は7世代後の人々の身になって考
え決定するという思想がある。日本の森林
育成は100年の計と言っていたことに通じ
るものがある。
今、問われるのは未来世代への責任の継承

であり、未来への責任ある政治である。放
射能汚染は現在では解決できない。未来世
代、未来人類に付託せざるを得ない。その
付託を含めて現世代の責任をどう果たすか
が問われる。政治は現世代のための政治に
固執してきた。未来への付託、未来への責
任をどう果たすか仕組み、民主主義に未来
責任をどう組み込むかが問われている。放
射能災害の未来対応も同様である。
津島100年復興再生プロジェクトにおいて、

国、東電の大きな未来責務は、明確に「津
島100年復興再生担当部局」を100年間設置
し、津島住民や関係者と共に、100年復興
再生プロジェクトを支えることである。長
期的で過酷な未来に対処するためには、大
きな理念と政治システムの転換と新たな未
来志向の転換が必須である。
国と東電は、2011年3月11日の東日本大震

災による東京電力福島第一原子力施設のメ
ルトダウンに伴う、浪江町津島地区での甚
大な放射能汚染、日常生活の破壊、過酷な
避難生活、ふるさと喪失、長期的な帰還が
困難な状況が続くことに対する謝罪を津島
地区住民に行い、1日も早く、未来の地区住
民も含めた地区住民が安心して津島に暮ら
し復興再生できるための手段を継続的に行
う責任がある。
以上の国と東電の現在及び未来への責任に

ついて、裁判所の英断をお願いします。



★未来への責任
原発事故災害を公害として認定する法制度的な動きも皆無であり、したがって、公健

法の適用も検討されないままで、ハードな公共事業を中心とした復興事業が展開される
状況にある。その責任を短期、中期、長期にわたりどう果たして行くべきかが問われる。
津島住民の現在、将来の世代が被ばくすることなく、1日も早く元の津島の環境に戻す
ための方策が求められている。
未来の津島に対してどういう責任を国、東電、浪江町、津島の人たちは果たしてい

くことが望ましいのかを、未来倫理学、未来政策の視点から考察することである。
1)ハンス・ヨナスの未来倫理学から考える
「技術の脅威は、・・・ その成果が行き過ぎて、・・・もとどおりにせよと大規模な請求を

引き起こしている。」
「幸いな予言より不吉な予言を優先させよ」、「新しい人間に課せられた義務として、「恐れに

基づく発見術」」を提案する。100年先の未来世代の存在のため、かつ、その未来世代が自由で
人間的に生きることを予想し、想像する。そのためには、現世代は何をどう行動すべきか。そし
て、未来の世代に何をどう付託すべきが問われる。

2)政府における未来担当部局（未来省）の設置による政治の未来への責任
長期な未来世代に対する責任行動を国家の責任として明確にしてない。100年先の未来に対して
継続的に責任を持ち、かつ、未来の世代にも責任を付託しその責任を果たすことを国家に要請
されているほど、放射能汚染の継続する物理的力は大きく長いと言わざるをえない。
西條辰雄氏らが『フューチャー・デザイン』で主張しているように、政府に「未来省」のよう

な、未来に対する現在の責任、未来の付託について法制度で対応する仕組みが必要である。
17世紀の北米インディアン連邦、イロコイ連邦の結束法（一種の憲法）の理念では、現在の決

定は7世代後の人々の身になって考え決定するという思想がある。日本の森林育成は100年の計と
言っていたことに通じるものがある。



今、問われるのは未来世代への責任の継承であり、未来への責任ある政治である。放
射能汚染は現在では解決できない。未来世代、未来人類に付託せざるを得ない。その付
託を含めて現世代の責任をどう果たすかが問われる。政治は現世代のための政治に固執
してきた。未来への付託、未来への責任をどう果たすか仕組み、民主主義に未来責任を
どう組み込むかが問われている。放射能災害の未来対応も同様である。

津島100年復興再生プロジェクトにおいて、国、東電の大きな未来責務は、明確に
「津島100年復興再生担当部局」を100年間設置し、津島住民や関係者と共に、100年復
興再生プロジェクトを支えることである。長期的で過酷な未来に対処するためには、大
きな理念と政治システムの転換と新たな未来志向の転換が必須である。

国と東電は、2011年3月11日の東日本大震災による東京電力福島第一原子力施設のメ
ルトダウンに伴う、浪江町津島地区での甚大な放射能汚染、日常生活の破壊、過酷な避
難生活、ふるさと喪失、長期的な帰還が困難な状況が続くことに対する謝罪を津島地区
住民に行い、1日も早く、未来の地区住民も含めた地区住民が安心して津島に暮らし復
興再生できるための手段を継続的に行う責任がある。

以上の国と東電の現在及び未来への責任について、裁判所の英断をお願いします。
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図 都道府県人口規模と市街地再開発事業件数の関係

2023年2月1日作成 糸長浩司（全国市街地再開発協会のWEBのデータより解析 、
都市再開発法に定める市街地再開発事業（法定再開発）の事業地区）

©KOJI ITONAGA

４．脱炭素社会に逆行する都市再開発を問う



東京都市街地再開発事業（都市再開発）2021年１０月段階の総量
新築床1000万ha→建設によるCO2排出量 １ﾄﾝ/m2換算 約1000万ﾄﾝ
10年間の事業とすると、毎年 約100万トン のco2排出量
★30～40年生の杉林のCO2吸収量 年間8.8トン／ha（林野庁）
→再開発事業により排出されるCO2の吸収に必要な杉林の面積
1,000,000÷8.8 ＝ 11.4万ha（東京森林面積 約7.86万ha）

→東京都の市街地再開発でのco2排出をゼロにするためには

毎年、東京の森林面積の１．１４倍の森林面積必要

神宮外苑再開発 ５６．５5万トンのCO2排出量 5.7万トン/年
=0.64万haの森林吸収 東京森林の約1割弱

東京の都市再開発による膨大なCO2排出

三井不動産の所有森林面積 ０．５万ha 主に北海道©KOJI ITONAGA



三井不動産の
イメージパースに加筆 糸長

事務所棟 伊藤忠
190ｍ

複合棟Ａ
185ｍ

野球場＋ホテル棟
60ｍ

複合棟Ｂ
80ｍ

ラクビー場
55ｍ

国立競技
場49ｍ

イチョウ
の高さ
28ｍ

明治神宮外苑再開発 イメージパース
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港区における近年の主要な市街地再開発事業での建築延べ床面積とCO2排出予測値　　作成　糸長浩司

港区の近年の再開発事業名称 延べ床面積m2 竣工状況

アップフロントカーボ

ン推定CO2トン（ﾄﾝ

/m2）

1 麻布台ヒルズ（虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業） 860,400 2025年竣工

2 BLUE FRONT SHIBAURA（芝浦一丁目地区再開発事業）TOWER S 550,000 2025年竣工

3 虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業（TORANOGATE） 120,700 2025年竣工

合計 1,531,100 1,531,100

4 白金一丁目西部中地区 100,000 2025年継続中

5 赤坂七丁目2番地区 250,000 2025年継続中

合計 350,000 350,000

6 三田小山町西地区第一種市街地再開発事業 177,640 2025年着工

7 六本木五丁目西地区市街地再開発事業 1,050,000 2025年着工

合計 1,227,640 1,227,640

8 北青山三丁目地区市街地再開発事業 (B-1棟) 179,500 2026年6月着工

9 （仮称）南青山三丁目計画 45,965 2026年3月31日竣工予定

225,465 225,465

港区の近年の再開発事業　　延べ床面積　m2 3,334,205 3,334,205

333,421

3,230,000

約10.3%

C02吸収に必要な樹木面積　8.8ﾄﾝ/ha年間 37,889ha

470ha

80.6倍

延べ床面積m2

アップフロント

カーボン推定

CO2トン（ﾄﾝ

458,000 458,000

10

CO2排出量

神宮外苑再開発事業　　港区部分

港区での市街地再開発での年間CO2排出量を

吸収するのに必要な樹木地面積

港区の緑地面積

港区での再開発でのC02排出量を吸収するのに必要な樹木地面積は港区の緑地面積の何倍か

10年間での事業として年間で何トン　　A

港区の年間CO2排出量　　　　Ｂ

Ａ／Ｂ



1 麻布台ヒルズ（虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業）

2 BLUE FRONT SHIBAURA（芝浦一丁目地区再開発事業）TOWER S

3 虎ノ門一丁目東地区第一種市街地再開発事業（TORANOGATE）

合計

4 白金一丁目西部中地区

5 赤坂七丁目2番地区

合計

6 三田小山町西地区第一種市街地再開発事業

7 六本木五丁目西地区市街地再開発事業

合計

8 北青山三丁目地区市街地再開発事業 (B-1棟)

9 （仮称）南青山三丁目計画

10 神宮外苑再開発事業　　港区部分



パリ協定、1.5度 達成のための
カーボンバジェットは、世界全体で400～500Gﾄﾝ
急激に脱炭素 必要

日本は、残り 66億トン



人新世時代の緊急対応
①CO2の急激削減 （緩和）
②異常気象災害対策 （適応）
③ロスダメと補償

都市再開発は大量なCO2排出
→大都市栄えて地球水没

東京都都市再開発のCO2排出量
=吸収するには森林が
毎年、東京森林の1.14倍 必要

大規模都市再開発の要因
新自由主義型建築・都市計画制度
環境と調和した建築・不動産業
への革新が急務。ESＧ、SDGs、
TCFD（気候関連財務情報開示）
TNFD（自然関連財務情報開示）
を真摯に取り組む

課 題

©KOJI ITONAGA

脱炭素型の建築都市制度への転換
市民参加と
建設拒否権(リファレンダム)と
提案権（イニシアティブ）の確立
関係有識者と市民とのオープン討議
閉鎖型有識者審議会（エリート層）
から市民ベースの意思決定への脱皮

脱炭素型の建築・都市手法への転換
開発型から修復型建築・都市再生
緑地保全再生
ネイチャーボディティブ
グリーンインフラ都市

企業・投資倫理の革新
投資先企業への監視
年金積立金管理運用独立行政法人
（ＧＰＩＦ）保有株総額４０兆円
緩和と適応への的確な投資の監視

解決の方向

©KOJI ITONAGA



https://hudousan-kounyu.com/tokyo/jishin/ranking引用
『東京23区×格差と階級』
橋本健二

東京２３区の所得格差と地震危険度
リスクの高い場所に貧者は住む

リスクの低い場所に富者は住む



『万物の黎明』
Ｄ・グレーバー（アナーキ人類学）

Ｄ・ウェングロウ（考古学）
西洋中心の都市・世界観の爆破

多様な都市形態は先史時代から世界存在
狩猟採取生活の豊かさと定住
（半定住、季節的定住）
紀元前4000年～5000年
権力構造なし＝平等で自由な都市定住空間
ウクライナの西南部の
メガサイトのトリポリエ、紀元前4000年頃、

メソポタミアの
チグリスユーフラテス河口の豊かな湿地
豊かな定住生活都市の多数存在

紀元前100年～600年
メキシコのテオティワカン
巨大都市（権力的なものはない集団統治）

５．有史以前の都市の
オルタナティブ



近現代都市には王様という権力者はいないが、
グローバル経済資本という市場権力者の存在

→差別、貧困、巨大な高層ビルと
貧民窟（低所得者住居）の共存
＝歪んだ都市構造

不動産所得格差が著しい。

住民生存のための緑や都市自然は
市場経済的価値がなければ否定

→ 神宮外苑地区再開発

本当の都市での自由の獲得にむけた市民の覚醒



世界で最も裕福な1%、つまりマスク氏やスリム氏、ベゾス氏のような
人々は、最も貧しい66%の人々よりも多くの二酸化炭素を排出しており、
脆弱なコミュニティは大きな打撃を受けています。どれほどの打撃で
しょうか？彼らの排出は、今後数十年間で130万人の熱中症による死亡
を引き起こすのに十分な量です。

https://www.greenqueen.com.hk/oxfam-carbon-inequality-climate-change-deaths-cop28/

富裕層 10%
CO2排出 ５
０％

貧困層 ５0%
CO2排出 8％



★３つの自由

Ｄ・グレーバーたちの指摘『万物の黎明』
①移動の自由
②拘束されない自由（拘束からの逃亡・移動）
③異なる社会的現実を形成し、異なる社会的現
実の間を移動できる自由である。

→移動先での歓待が期待できることが
自由を保障していた

西洋都市は閉ざされ、権力統治された人間居住空間
→集約と統治システム
→人新世の巨大で壊滅的な地球環境へ
→結果として都市システムの破壊

→オルタナティブな都市像、生活像、コミュニティ像の
構築に向けたチャレンジ、社会実験は必至である。



★パーマカルチャー（PERMACULTURE）

永続性を意味するパーマネントと、農業を意味するアグリカルチャー、

文化を意味するカルチァーの合成語

自然のシステムを生かし、農の魅力を暮らしの中に永続的に取り入れる

食べられる有用な自然の森を暮らしの中に自ら作ること

ＤＩＹでの持続的な暮らしづくり

地域資源の発見、伝統の生活文化の発見と継承、

適正技術の開発と応用

多様なその地の情報を集めデザインする

新しい知恵技術・過去の知恵技能・みえる情報・みえない情報

６．パーマカルチャーデザインとエディブルランドスケープ



生態系・エコシステムの構成要素

生産者としての

植物

消費者としての
動物

分解者としての
微生物

太陽の光

土・水



エディブルランドスケープ

かつての都市は消費だけなく農的な生産空間を抱えていた。
有史時代以前、居住と食料採取・生産の空間
「エディブルランドスケープ（EL）」は密接に関係
消費型都市から農・生態都市に
ELは「生産（光合成）－消費（人間・動物）－分解（土壌微
生物）」の生態系による都市の重要な景観
ELの創造を市民が、コミュニティで取り組む
コミュニティガーデン、シティファームが英国には1970～



コペンハーゲン市内の
グリーンゲリラ
1999年撮影

ロンドン市内の
コミュニティガーデン
近くのアジア系の移民
のためのエディブル
ガーデン



コペンハーゲン市内の若者たちによる
不法占拠によるコミュニティ クリスチャニアニア





★1990年代からの私の研究史

パーマカルチャー（永続的な農をベースとした生活環境統合デザイン）
環境市民のDIYによる食・建築・コミュニティづくりの国際的研究

★エコビレッジ
（自給自足循環型ライススタイルを求めるコミュニティづくり）

★トランジションタウン運動
2000年ころからパーマカルチャーの理念から出発し、地域のレジリエンス力向上、

エネルギー・建築・食を地産地消する市民と行政の自立共生運動、
「トランジションタウン」運動が英国から世界に波及

★ミュニシパリズム（地方自治主義）運動
公共圏（水・食料・エネルギー等）を地域市民や地方自治体が取り戻す
ミニシパリズム（地方自治主義）運動もスペイン等で盛ん

★ラトーシュらの脱経済成長による再ローカリゼーション、社会連帯経済、
ワーカーズコープや労働者協同組合(2020年に日本でも法制化された)

★グローバル経済からの地域経済社会の防衛、
＋新たな地域社会経済の創造を市民の政治判断で実施

〇 「コンヴィヴィアリティ」（自立共生） 哲学者 イヴァン・イリイチ

■巨大資本による経済社会ではなく、地域での自立共生社会へ
■人間と人間以外のもののサバイバルのための理念とデザイン

７．サバイバルコミュニティ＆多元世界に向けた地域デザイン







地球1個分の
暮らし

ピークオイル
都市化の臨界点→脱都市化
パンデミック

↓

カタストロフィーと
不安定期の到来

地球温暖化・気候危機
生物多様性の危機

エコロジカル・
フットプリント

1910 2011 2110

脱経済成長価値社会の創造
不安定期の定住を超えた多元的居住
脱都市化、脱資本主義経済社会
定住・移住・還住デザイン
建築・都市・地域の再編創造

不安定、不信性の大地との
共存の時代

エネルギー
経済成長率





翻訳者 北野收 スライド



『開発との遭遇』 第１章 序論 開発とモダニズムの人類学
P34～35
「開発は社会的な創造物としての確固たる地位を獲得するに至ったのである。
・・「開発」という用語を使わずして社会的現実を概念化することは不可能・・・

ところが、多くの人々の生活状況は改善されず、時間を経るにしたがって逆に悪化してい
る現実もかかわらず、ほとんどの専門家たちはそれを気にも留めていない。

要は、開発の言説によってリアリティが支配されてしまい、」

その状況に不満を持つ人々が、別のリアリティを構築しようとするプ

ロセスに望みを託しつつ、非常に限定的な範囲でしかそれは望め
ず、細々とした自由を求めてあがいているという構図である。

＝「復興」の言説によって被災者のリアリティが支配され
てしまう

＝「復興」・「廃炉」の言説によって事故原子炉の危険性へ
の意識が支配されてしまう = 廃炉・復興・安全神話

「社会的現実の表象の内にある言説と権力の力学」ﾌｰｺｰ
＝福島現実の表象の内にある復興言説と権力(資本)の力学



近代モノカルチャー型
農業・加工・都市消費の
グローバリゼーション
～田園・都市自立の形

■空間
（都市、農村、流域）の
革新に向けて



◆ドローンによる地表情報のモニタリング・災害情報発信

◆湿地の保全と共生

◆水資源の持続的利用

◆親水空間の創造

◆林業・里山の再生と木質バイオマス活用

◆伝統的な農山村の景観保全と創造

◆風車や水車，ソーラー技術等，
再生可能エネルギーの地域活用

◆バイオガスプラント

◆地産地消での流通システム

★都市と農村の二地域居住 ゆとりある居住、脱炭素型疎開

◆屋上・壁面緑化施設の性能検証

◆廃校の再生活用

コロナ治療・保養施設化

84

◆アーバンエコビレッジ

コロナ対応の特別施設設置



パーマカルチャー・センター・上籾（パミモミ）は持続可能な暮らしの技術・知識・コミュニ
ティを実験・実践・実演する、理想的なパーマカルチャー教育の場です。

パミモミでは自然農の野菜作り、不耕起・冬期湛水のお米作り、パーマカルチャー・デザイ
ンなどの通年講座を行っています。他にもパーマカルチャー・システムやDIY左官などの
自然建築に関するイベントやワークショップを開催しています。国内外から様々な講師を
迎え、日本語と英語でお伝えする事ができます。今後のイベント情報は、パミモミの
Facebookページにてご確認下さ
い。 (https://www.facebook.com/PermacultureKamimomi/) ※パミモミでは短期〜長期の
研修生を受け入れています。

https://www.facebook.com/PermacultureKamimomi/


★ラトゥーシュの脱成長の地域社会再生の８プログラム
①再評価する（利他的価値へ）
②概念を再構築する、脱構築する、（希少性、経済的価値からの

自然の豊穣性への脱構築）
③社会構造を組み立て直す（生産装置と社会関係を調整し直す）
④再分配を行う（南北不平等、自然資源の再分配）
⑤再ローカリゼーション ⑥削減する ⑦再利用する
⑧リサイクルする

★トランジション・タウン運動（英国発）
脱石油 再ローカライゼーション 地産地消型経済と社会

Resilience レジリエンス 弾性力・回復力
抵抗と再活性化する能力
→小規模と多機能性（再ローカリゼーション）を条件とする。（『脱成長』）
→「地域共生循環圏」（環境省）の目指す方向性
→小規模な生活・生産圏域

「都市は職人のアトリエだ」（ニコラス・レーゲン）
→「地元生活圏の形成」（国交省）の目指す方向性

 



英国トットネス（トランジションタウン発祥の地）でのトランジションタウン活動内容
2003年調査（糸長研究室）

• 経営資源の交換プログラム  （不要品
交換所） 

• エネルギー消費削減行動計画 
（EDAP） 

• ビジネス向けの省エネルギー照明

• ビジネス向けのグリーン・エネルギー
導入促進

• 石油脆弱性調査
• 太陽熱コンテスト 
• 再生可能エネルギーに関するイベント

• ガーデン・シェア 
• 地域の食ガイド 
• 市民農園
• ナッツの木の植樹
• 種と植物の交換会 
• 持続可能な漁業

• トランジション物語

• トットネス・ポンド（地域通貨） 

• 地域社会の健康と福祉の農園
• 地域の代替医療リスト

• ホーム・グループの結成（トランジ
ションチーム） 

• エコ住宅のツアー
• コンポスト・トイレの建設

• トットネス・サイクリング・グループ
• トットネス人力車会社

建築と住まい

教育

エネルギー

経済

健康・医療

交通

食と農



英国トットネス（トランジションタウン発祥の地）の
フリーマーケット 2003年



エコビレッジ イサカ 米国 コーネル



•100 
homes

• 90% 
Open 
Space

ﾘｻﾞの資料より

米国、ニューヨーク州



写真：リズ



デンマークのエコビレッジ／ツーラップ



2026/1/9 93

DENMARK ECOVILLAGEデンマークでのエコビレッジでの暮らしによる低炭素ライフスタイルの実現



エクハルト・ハーン博士（独） 作成



社会革新 経済革新

空間
（都市の形、農村の形、
都市と農村のつながり）

革新

社会（政治）・経済（政治）・空間（政治）の革新



社会（政治）の革新→ 協同型社会、アソシエーション社会へ
近代国民国家の革新。直接参加型民主主義
国家の前に社会がある
経済と空間の主体的管理主体としての小社会
「アソシエーション」リカバリー
「自然とともに社会をつくり、コミュニティを基盤
にして助け合える社会をつくる。」（内山節）

経済（政治）の革新→ 脱経済成長（脱GDP神話）、
地域社会を支える地域経済へ
資本新世からの転換・脱出
商品経済（資本無限拡大経済）から転換
「商品化による自然の物質代謝の亀裂」からの脱出
大量移動経済や大量生産経済の転換
協同経済・贈与経済・オルタナティブ経済
現代総有、小さな経済の連帯から、社会連帯経済
労働者協同組合法の成立（2020年11月）

空間（政治）の革新→ 経済行動を支える空間から生きるための空間転換
都市細胞の自立と連携（協同空間の構築）
市街地と農地の融合、アーバンエコビレッジ
バイオリージョン的つながり
空間管理利用の民主的決定（現代総有）

５．



ローカル・地域での多元的な価値による
社会・経済・環境・政治の成熟

多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
の
参
加
と
決
定

D

A

B

C

グローバルな社会・経済・環境・政治への一元価値に
よるコントロールの強化、徹底化

専
門
家
・寡
頭
政
治
に

よ
る
決
定





谢谢

糸長浩司 研究室

https://www.itonagalabo.com/
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